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衆
議
院
議
員
立
花

男
君
提
出
町
村
吏
員
の
超
過
勤
務
手
当
支
給
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付 

す
る
。 



一
、
二
の
質
問
に
つ
い
て
は
、
超
過
勤
務
が
正
当
な
手
続
を
経
て
行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
支
拂
機
関
が
そ
の
支
拂 

を
全
然
拒
否
す
る
こ
と
は
法
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
と
考
え
る
。 

三
、
四
に
つ
い
て
は
、
町
村
吏
員
の
給
料
そ
の
他
の
給
與
（
当
然
超
過
勤
務
手
当
を
含
む
。
）
は
、
官
吏
の
俸
給
そ
の
他
の

給
與
に
準
じ
て
條
例
で
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
財
政
的
事
由
に
よ
つ
て
町
村
が
官
吏
よ
り
も
若 

干
下
廻
る
吏
員
の
給
與
を
決
定
し
た
場
合
、
そ
の
実
質
的
当
、
不
当
は
、
具
体
的
に
当
該
団
体
の
事
情
を
検
討
し
て
判
断
し 

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
政
府
は
、
今
後
と
も
町
村
吏
員
の
給
料
の
適
正
化
に
努
力
し
た
い
。 

右
答
弁
す
る
。 
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議
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立
花

男
君
提
出
町
村
吏
員
の
超
過
勤
務
手
当
支
給
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 三 

 


	b007075_表紙.pdf
	b007075_本文.pdf

